
（別添５） 

平成 29年長崎市議会「第 29号議案長崎市市民活動センター条例の一部を改正する条例」 

平成 29年長崎市議会総務委員会本文（2017.3.8議事録抜粋）  

 

・民間のノウハウが加わることで、新たな交流や魅力ある事業や講座の実施など、市民サー

ビスの向上が図られること及び一定の経済効果が得られる（金原室長） 

 

・市民活動センターの平成 28年度予算は 822万円（金原室長）。 

 

・貸し事務室の家賃収入はおおよそ年間 80万円ぐらいで、指定管理者の収入になる（金原

室長） 

・貸し事務室の収入が安い。考えた方がいい（浅田委員） 

・貸し事務室の利用料は、市の財産活用の基準を財産活用課で決めたルールに基づき、条例

で定めている（野瀬企画財政部長） 

 

・平成 27年度決算で人件費含めて 3,171万円。職員 7名が市民協働推進室と市民活動セン

ターと兼務していて、そのうち、3名分の人件費が 2,400万円。嘱託職員の報酬、ランニン

グコストを入れて 3,100万円（野瀬企画財政部長） 

（注：その後提示された長崎市市民活動センター指定管理者募集要項 4頁には 5年間で 

上限 89,324千円と記載あり。1年間で 17,864千円） 

 

・3人で 2,400万円と 28年度予算 822万円より少なくなるということですね（井上委員） 

 

・市民協働推進室の職員 4 名は引き続き、指定管理者と共にミーティングルーム又は執務

室のどちらかを使って仕事をすることと予定している（野瀬企画財政部長） 

 

・民間給与は市役所職員より安いので、人件費の経済効果が出る。その効果でサポートする

人員を増やして市民サービスの向上を図る。（野瀬企画財政部長） 

 

・九州の中で市民活動にアドバイスできる、コーディネートできる人を非常勤職員として活

用することで市民サービスの向上を考えている（野瀬企画財政部長） 

 

・市役所職員より処遇を低くして、市役所がやること以上のことを求めるのはおかしいので

はないかと言っておきたい（中西委員） 

 

・管理を安定して行う能力の部分を、管理を安定して行う物的能力及び人的能力という文言

に変更して修正可決 

 

・公募選定審査は外部委員 5名 

 

・事業項目の策定、審査など 3回の会議を行う予定。 


